
No 区分a 区分b JIS規格
番号等

JIS規格原案等の
名称

JIS規格原案等の
英文名称

JIS規格原案等の適用範囲 規定項目又は改正点 制定・改正に
伴う廃止JIS

対応する国際規格番号
及び名称

1 JIS 制定 光学及びフォトニクス―光学
材料及び構成物―赤外線領
域で使用する蛍石の特性

Optics and photonics
- Optical materials
and components -
Specification of
calcium fluoride used
in the infrared
spectrum

この規格は，蛍石（フッ化カルシウム）を0.78 μm～10 μm の赤外線領
域で使用する場合の仕様について規定する。

主な規定項目は，次のとおり。
・適用範囲
・引用規格
・用語及び定義
・公差
・分類の表記

ISO 22576:2020，Optics and photonics -
Optical materials and components -
Specification of calcium fluoride used in
the infrared spectrum(MOD)

一般社団法人
日本光学硝子
工業会

一般財団法人
日本規格協会

2 JIS 制定 包装－温度制御が必要な小
包の輸送に用いる
包装容器の保冷性能試験法

Packaging-
Temparature
controlled packages
for parcel shipping
-Test method of cold
retaing function

この規格は，小包輸送に使用される断熱材料などによって温度制御す
ることを意図した包装容器の保冷性能試験方法について規定する。

主な規定項目は，次のとおり。
・適用範囲
・引用規格
・用語及び定義
・試験方法
・試験結果の報告

ISO 22982-2:2021，Transport Packaging－
Temperature controlled packages for
parcel shipping－General specifications of
testing(MOD)

公益社団法人
日本包装技術
協会

一般財団法人
日本規格協会

3 JIS 制定 バイオテクノロジー － 細胞
製造マネジメントシステム

Biotechnology — Cell
Management System
(CMS)

この規格は，組織が細胞加工製品における品質の一貫性を維持するた
めの細胞製造マネジメントシステムを確立及び維持し，製品ライフサイク
ル全体で必要な仕様を満たすための要件を規定する。

主な規定項目は，次のとおり。
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 組織の状況
5 リーダーシップ
6 計画
7 支援
8 運用
9 パフォーマンス評価
10 改善

一般社団法人
再生医療イノ
ベーションフォー
ラム

一般財団法人
日本規格協会

4 JIS 制定 化学防護服―低蒸気圧化学
物質に対する防護服材料の
累積透過質量の試験方法

Protective clothing -
Protection against
chemicals -
Measurement of
cumulative
permeation of
chemicals with low
vapour pressure
through materials

この規格は，防護服に使用する材料，開閉具及び縫合部に対する，固
体又は液体化学物質の内，低蒸気圧（25 ℃のとき133.322 Pa未満）で
ある及び／又は捕集媒体（一般的に使用される水又は他の液体）に対し
不溶である化学物質の累積透過質量を用いた耐透過性試験方法につ
いて規定する。

主な規定項目は，次のとおり。
1．適用範囲
2．引用規格
3．用語及び定義
4．原理
5．試験装置
6．試験条件
7．試験片及び試験液の準備
8．試験手順及び抽出方法
9．試験結果
10．試験報告書
附属書B(規定)透過セル，ワッシャー，及びボルトの図面・寸法

ISO 19918:2017，Protective clothing -
Protection against chemicals -
Measurement of cumulative permeation of
chemicals with low vapour pressure
through materials ＋Amendment
1:2021(MOD)

公益社団法人
日本保安用品
協会

一般財団法人
日本規格協会

5 JIS 制定 機械的リスクに対する防護手
袋

Protective gloves
against mechanical
risks

機械的リスク(摩耗，切創，引き裂き，突き刺し，又は該当する場合には
衝撃)に対する防護手袋の要求事項，試験方法，表示及び製造業者が
防護手袋とともに提供する情報について規定する。

主な規定項目は，次のとおり。
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 要求事項
5 試料採取及び調整
6 試験方法
7 表示
8 製造業者がユーザに提供する情報
附属書A（規定）研磨紙

ISO 23388:2018，Protective gloves against
mechanical risks(MOD)

公益社団法人
日本保安用品
協会

一般財団法人
日本規格協会

6 JIS 改正 A5756 建築用ガスケット Performed gaskets
used in buildings―
Classification,specific
ations and test
methods

この規格は，建築物の次の部位に使用する加硫ゴム又は熱可塑性樹脂
の建築用ガスケット（以下，ガスケットという。）について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・引張強さの単位を“N/mm2”から“MPa” に改める。
・試験において，計算式の記号及び熱老化性試験における物理量の変化率の表現方法を，
引用規格（JIS K 6257）に整合させる。
・試験片の採取方法において，各試験片の形状・寸法を，引用する規格（表14，表15及び表
16参照。）による形とする。
・加熱収縮率試験の試験片の長さを，”300±1 mm” から“300 mm±10 mm”と変更する。
・硬質系の“引張強さ”を，“引張降伏応力”と改める（表13）。
・耐オゾン性試験において，オゾン濃度の表記を“500±50 ppb”から“50 pphm ±5 pphm” に
変更する。（箇条６）

ISO 3934:2021，Rubber, vulcanized and
thermoplastic－Performed gaskets used in
buildings－Classification, specifications and
test methods(MOD)

建築ガスケット
工業会

一般財団法人
日本規格協会

7 JIS 改正 A5760 建築用構造ガスケット Structural gaskets
used in buildingsー
Classification,specific
ation and test
methods

この規格は，建築物に用いられるロックストリップタイプの加硫ゴム製構
造ガスケットについて規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・引張強さの単位を“N/㎟”から“Mpa”に，及び耐オゾン性試験におけるオゾン濃度の単位を
“ppb”から“pphm”に変更する。
・硬さ試験，圧縮永久ひずみ試験，低温圧縮永久ひずみ試験，耐オゾン性試験の試験片及
び低温衝撃ぜいか試験の試験片の作製において，”作製方法をそれぞれ記載すること”から
“それぞれの引用規格のJISによる”と表記を変更する。
・引張試験，圧縮永久ひずみ試験，熱老化試験及び低温圧縮永久ひずみ試験の計算，計算
結果用いられる記号を，“この分野で慣習的に使用されている記号”から“それぞれの引用規
格での記号”に変更する。
・熱老化性試験における“変化率”を“物理特性の変化率”と変更する。

ISO 5892:2013，Rubber building gaskets－
Materials for preformed solid vulcanized
structural gaskets－Specification(MOD)

建築ガスケット
工業会

一般財団法人
日本規格協会

原案作成者

JIS原案等パブリックコメント実施リスト

注記

1: 意見及び異議受付期間は，令和6年1月4日～令和6年2月2日

2: 区分aは，JIS規格原案又はTS原案若しくはTR原案の別を記載

3: 区分bは，制定，改正の別を記載

4: 対応国際規格は，対応国際規格が判明している場合に記載
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8 JIS 改正 B1052-2 締結用部品－炭素鋼及び合
金鋼製締結用部品の
機械的性質－第2部：強度区
分を規定したナット

Fasteners -
Mechanical
properties of
fasteners made of
carbon steel
and alloy steel-Part
2: Nuts with
specified property
classes

この規格は，10 °C ～35 °Cの環境温度範囲で試験を行ったときの炭
素鋼及び合金鋼製のナットの機械的及び物理的性質について規定す
る。

主な改正点は，次のとおり。
・強度区分の種類において，市場のニーズに対応して，強度区分9を削除し，細目ねじにおい
ては，強度区分5も削除する。
・ナットのスタイル及び強度区分と呼び径の範囲との関係において，強度区分10，呼び径
18mm～39mm，スタイル1（細目）のナットは硬さが高くなり過ぎ危険なため削除，市場のニー
ズがあるため，強度区分12，呼び径18mm～39mm，スタイル2（細目ねじ）のナットを追加す
る。
・材料において，ナットの安全性を保証するため，炭素含有量について，最大値に加えて下
限値を追加規定し，マンガン含有量については，規定値が示されていない強度区分に追加
し，一部の強度区分の値を改める。
・熱処理（焼入焼戻し）ナットに対して，安全性を保証するため，最小焼戻し温度及び再焼戻
し試験の規定を追加する。
・保証荷重試験力及び最小硬さにおいて，ナットの安全性を保証するため，いくつかのサイズ
及び強度区分の規定値を改める。

ISO 898-2:2022，Fasteners －Mechanical
properties of fasteners made of carbon
steel and alloy steel－Part 2: Nuts with
specified property classes(IDT)

一般社団法人
日本ねじ研究協
会

一般財団法人
日本規格協会

9 JIS 改正 B1055 締結用部品－熱処理を施し
た鋼製タッピンねじ－　機械
的及び物理的性質

Fasteners-Heat
treated steel tapping
screws-Mechanical
and physical
properties

この規格は，10 ℃～35 ℃の環境温度で試験を行ったときの，ねじ部が
JIS B 1007によるST2.2～ST9.5の熱処理を施した鋼製のタッピンねじの
機械的及び物理的性質について規定する。また，これらに関係する試験
方法についても規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・心部硬さにおいて，市場のニーズから，最大値を370HVから390HVに改める。
・心部硬さの測定方法において，品質確保のため，測定場所を規定するとともに，試験力の
規定を追加する。
・金属学的要求事項（「機械的及び物理的要求事項」に変更予定）の一つとして，品質確保の
ため，延性及びその試験方法についての規定を追加する。
・金属学的要求事項（「機械的及び物理的要求事項」に変更予定）の硬化層深さ及びその試
験方法において，品質確保のため，硬化層深さの測定位置に対応する硬さを心部硬さ＋
30HVの点から420HVの点に変更し，ST2.2及びST2.6の硬化層深さの最大値を0.10mmから
0.12mmに改める。

ISO 2702:2022，Fasteners－Heat treated
tapping screws－Mechanical and physical
properties(IDT)

一般社団法人
日本ねじ研究協
会

一般財団法人
日本規格協会

10 JIS 改正 B2051 可鍛鋳鉄弁及びダクタイル鋳
鉄弁

Malleable iron and
ductile iron valves

この規格は，一般の機械装置などに用いる可鍛鋳鉄製及びダクタイル
鋳鉄製のねじ込み形弁及びフランジ形弁（以下，バルブという。）につい
て規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・附属書A(規定)ダクタイル鉄鋳造品　箇条A.2(製造)：現行版で必須としている熱処理を「必
要に応じて実施してもよい」とする。
・附属書A 箇条A.4(品質) b(機械的性質)：ブリネル硬さの規格値を「143HB以上187HB以下」
から「130HBW以上180HBW以下」に改める。
・附属書A 箇条A.4 c(顕微鏡組織)：現行版の「黒鉛球状化率90%以上」を「目視測定の場合
は90%以上，画像解析測定の場合は80%以上」とする。また，画像解析時の黒鉛の球状につ
いて，JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品)(※2022年に改正)を引用する。

一般社団法人
日本バルブ工業
会

一般財団法人
日本規格協会

11 JIS 改正 H1052 銅及び銅合金中のすず定量
方法

Methods for
determination of tin
in copper and copper
alloys

この規格は，銅及び銅合金中のすず定量方法について規定する。なお，
銅及び銅合金の製品として，鋳造品，伸銅品，鋳物用地金及び鋳物に
適用する。

主な改正点は，次のとおり。
・対応国際規格（ISO 4751）は，使用している国が少ないとの理由で廃止されたが，我が国で
は銅合金におけるすずの定量は欠かせないため，対応国際規格がないJISとして改正す
る。。
・定量方法の区分において，市場の実態及び製品規格の改正に整合させて，対象合金番号
として，C3531などを追加し，C6711などの合金番号を削除する。対象合金番号の追加・削除
を行う。
・定量方法の区分において，技術の進歩及び市場の実態に整合させて，各合金の定量に適
用する分析方法を改める。
・試料はかりとり量において，試料中のすず含有量の範囲により適した試料はかりとり量にな
るよう改める。
・各分析方法に用いる試薬において，国際標準とのトレーサビリティを確保するため，すずの
標準液として，JCSS品などを追加する。

一般社団法人
日本伸銅協会

一般財団法人
日本規格協会

12 JIS 改正 H1151  ニッケル地金分析方法 Methods for
chemical analysis of
nickel metal

この規格は，JIS H 2104に規定するニッケル地金のコバルト，鉄，銅，
鉛，マンガン，炭素，硫黄及びけい素の定量方法について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・対応国際規格のうち，ISO 7524及びISO 7526が改訂され，ニッケル地金が適用範囲から外
された，また，ISO 7525は廃止されたため，基礎とする国際規格から削除する。
・一般事項において，分析回数及び許容差に関し，現在の作業実態に合わせて，繰返し2回
から併行で2回に変更する。
・一般事項において，近年の標準液の供給体制の整備を受け，市販の標準液の使用を可能
とする。
・鉛定量方法について，電気加熱原子吸光法におけるはかりとり量に新たな量を追加する。
・炭素定量方法において，JIS Z 2615の改正に整合させて燃焼−赤外線吸収法（循環法）を
削除し，“燃焼−赤外線吸収法（積分法）”は“赤外線吸収法”と名称を変更するとともに改正
された規格に対応した規定に改める。
・硫黄定量方法において，JIS Z 2616の改正に整合させて燃焼−赤外線吸収法（循環法）を
削除し，“燃焼−赤外線吸収法（積分法）”は“赤外線吸収法”と名称を変更するとともに改正
された規格に対応した規定に改める。

ISO 6351:1985，Nickel−Determination of
silver, bismuth, cadmium, cobalt, copper,
iron, manganese, lead and zinc contents−
Flame atomic absorption spectrometric
method(MOD)
ISO 7523:1985，Nickel−Determination of
silver, arsenic, bismuth, cadmium, lead,
antimony, selenium, tin, tellurium and
thallium contents−Electrothermal atomic
absorption spectrometric method(MOD)
ISO 7527:1985，Nickel, ferronickel and
nickel alloys−Determination of sulfur
content−Iodimetric titration method after
induction furnace combustion(MOD)

日本鉱業協会 一般財団法人
日本規格協会

13 JIS 改正 H1163 カドミウム地金の光電測光法
による発光分光分析方法

Method for
photoelectric
emission
spectrochemical
analysis of cadmium
metal

この規格は，JIS H 2113に規定するカドミウム地金の光電測光法による
発光分光分析方法について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・用語及び定義の箇条を新たに設け，JIS K 0116，JIS K 0211，JIS K 0212，JIS K 0215及び
JIS Z 8402-1を引用するとともに，“発光強度測定値〈発光強度法〉”，“発光強度測定値〈強
度比法〉”，“冶金的履歴”などの用語を定義する。
・一般事項において，分析に共通な一般事項は，廃止されたJIS Z 2611に代えて，JIS K
0116を引用する規定に改める。
・定量範囲を，近年の装置での定量範囲を踏まえて，JIS H 2113に規定するカドミウム地金1
種の化学成分の規定値を満たす範囲に変更する。
・装置及び器具において，引用していたJIS Z 2611の廃止に伴い，“発光分光分析装置”をこ
の規格で規定する。また，近年の分析の現状に整合させて，“半導体検出器”を追加する。

日本鉱業協会 一般財団法人
日本規格協会
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14 JIS 改正 K6330-2 ゴム及びプラスチックホース
試験方法－第2部：ホース及
びホースアセンブリの耐圧性
試験

Rubber and plastics
hoses and hose
assemblies － Part 2:
Hydrostatic testing

この規格は，ゴム及びプラスチックホース（以下，ホースという。）並びに
ホースアセンブリの耐圧性試験方法について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・耐圧試験から破裂試験までの参考例を示した図1において，圧力・時間の許容範囲を明確
にするため，許容範囲をISOと同様にハッチングで領域を明記する。
・耐圧試験において，圧力の許容範囲が無かったがあらたに0～＋10%を追加する。
・表1において No.7を追加（ISO 1402:2021で追加）する。
・加圧寸法変化試験において，圧力許容範囲0～＋10%を追加する。
・破裂試験において，製品スペックにて破裂しないこと及び破壊まで試験する必要のないこと
を追加する。

ISO 1402:2021，Rubber and plastics hoses
and hose assemblies－Hydrostatic
testing(MOD)

一般社団法人
日本ゴム工業会

一般財団法人
日本規格協会

15 JIS 改正 K6368 細幅Vベルト Narrow V-belts for
power transmission

この規格は，動力伝動に用いるエンドレス状の細幅Vベルト（以下，ベル
トという。）について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・適用範囲（箇条1）　ISO8419を対応国際規格として記載する。
・長さの測定（箇条10.1）「少なくとも2周以上」から「1～3周」に改正する。
・長さの測定（箇条10.1）「L=2C+K」から「L=Emax+Emin+Ce」に改正する。
・本文適用範囲と同じ長さシステムのISO8410を対応国際規格とするため，長さシステムが異
なるISO4184に適用させた附属書1を削除する。

ISO 8419:2003，Belt drives－Narrow V-
belts－Sections 9N/J , 15N/J and
25N/J(lengths in the effective
system)(MOD)

日本ベルト工業
会

一般財団法人
日本規格協会

16 JIS 改正 K6378-7 ライトコンベヤベルト－最大
引張強さの求め方

Light conveyor
belts-Determination
of the maximum
tensile strength

この規格は，ライトコンベヤベルト及びISO 283で規定する試験方法が適
用できないコンベヤベルトの最大引張強さの求め方について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
5    引張試験機(ロードセルの最大ひょう量の15～85％を削除する)
6.1　形状及び寸法（新たな試験片形状と寸法を追加する）
6.4  試験準備（追加する試験片形状と寸法に応じて，標線距離を追加する）
7.3  手順（追加する試験片形状と寸法に応じて，つかみ具間の距離およびつかみ方法及び
図を追加する）
8　　試験結果のまとめ方（追加する試験片形状と寸法に応じて，算出方法を追加する）

ISO 21180:2013，Light conveyor belts－
Determination of the maximum tensile
strength(MOD)

日本ベルト工業
会

一般財団法人
日本規格協会

17 JIS 改正 K7373 プラスチック―黄色度及び黄
変度の求め方

Plastics —
Determination of
yellowness index and
change of yellowness
index

この規格は，透明，半透明，不透明プラスチックの黄色度及び黄変度の
求め方を規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・適用範囲の対象を”無色（実質的に無色透明），半透明白色及び不透明白色のプラスチッ
ク”から“透明，半透明，不透明プラスチック”に変更する。
・用語の定義に用いられている“色相”を“彩度”に変更する。
・用語に”幾何光学条件”及び”積分球”を追加する。
・”試験片の状態調節”の箇条を設けて，状態調節条件を記載する。
・透過測定方法の測定対象を“フィルム，板”から“シート，フィルム，成形板又は円盤状試験
片”に変更する。

ISO 17223:2014，Plastics -- Determination
of yellowness index and change in
yellowness index(MOD)

日本プラスチッ
ク工業連盟

一般財団法人
日本規格協会

18 JIS 改正 K7375 プラスチック―全光線透過率
及び全光線反射率の求め方

Plastics —
Determination of
total luminous
transmittance and
reflectance

この規格は，透明，半透明及び不透明のプラスチックの全光線透過率
及び全光線反射率の求め方を規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・用語に記号を追加し，利用者の利便性を図る。例えば，全光線透過率に“τt”，全光線反
射率に“ρt”を追加する。
・用語に”積分球”を追加する。
・試験片の状態調節において，試験実施前の環境条件のうち，相対湿度の許容誤差を“±5”
から“10％”に変更する。
・全光透過率及び全光反射率の測定手順を測定作業の効率化のため一つにまとめる。
・全光透過率及び全光反射率の計算式の誘導説明を，附属書Bに追加する。

ISO 26723:2020，Plastics -- Determination
of total luminous transmittance and
reflectance(MOD)

日本プラスチッ
ク工業連盟

一般財団法人
日本規格協会

19 JIS 改正 S1121 アルミニウム合金製脚立及
びはしご

Aluminium ladder and
stepladder

この規格は，主に一般用のアルミニウム合金製の脚立（以下，脚立とい
う。）及び可搬形のはしご（以下，はしごという。）について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・種類の「単はしご」，「伸縮はしご」の摘要から，「最大長さが10000mm未満のもの」の記載を
削除する。
・寸法の「C1」寸法のうち，「はしご」におけるはしご上端部から最上段踏ざんまでの長さにつ
いては新たに「C6」寸法を追加する。
・「C6」寸法は，寸法の上限を設けず，350mm以上となる場合は強度の基準を設ける。
・支柱内幅寸法において，「天板に乗ることのできない脚立にあっては，最上段踏ざんの支柱
内幅は280mm以上でなければならない。
また，天板に乗ることのできる脚立にあっては，天板が取付けられている箇所の支柱内幅は
280mm以上でなければならない。」とされているが，
天板に乗ることができる脚立の支柱内幅は上枠付きの脚立のみ指し示すものとなっており，
明確でないため見直しする。
・品質の性能において，三脚脚立の背面支柱の取付け部強度不足による事故が発生してお
り，当該箇所の強度の規格として，背面支柱の取付け部から600mmの位置に1000Nの力を
加える試験を追加する。

一般社団法人
軽金属製品協
会

一般財団法人
日本規格協会

20 JIS 改正 T8034 化学防護服―防護服材料の
液状農薬に対する耐浸透性
(反発性，吸収性及び浸透性)
の測定方法

Protective clothing -
Protection against
liquid chemicals -
Measurement of
repellency, retention,
and penetration of
liquid pesticide
formulations through
protective clothing
materials

この規格は，化学防護服材料の液状農薬に対する反発性，吸収性及び
浸透性の測定方法について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・5.1.3及び図3　一部の試験試料では正しく試験できないことから，試験片ホルダーのベース
プレート及びカバープレートの厚さは6mmを超えるもの，カバープレート重量は40g～45gに変
更する。
・現行規格では9.1 e)項の本文中に透明フィルムとして規定されていたカバーシートを5.1.4で
新規に規定し，材料の例示をする。
・10.2　B法の抽出効率を試験所間比較試験の結果を基に90%～110%へ変更する。

ISO 22608:2021，Protective clothing -
Protection against liquid chemicals -
Measurement of repellency, retention, and
penetration of liquid pesticide formulations
through protective clothing materials(MOD)

公益社団法人
日本保安用品
協会

一般財団法人
日本規格協会
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21 JIS 改正 T8126 液状農薬散布者及び散布後
農作業従事者が使用する防
護服の性能要求事項

Protective clothing -
Performance
requirements for
protective clothing
worn by operators
applying pesticides
and for re-entry
worker

この規格は，液状農薬散布者及び散布後農作業従事者が着用する防
護服の最低限の性能，分類及び表示についての要求事項を規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・防護服材料試験において，「洗濯による前処理」について新しい項として規定する。
・附属書Bアトマイザー試験を削除する。
・附属書B（性能要求事項），附属書C（試験化学物質の選択根拠），附属書D（水蒸気透過抵
抗），附属書E（FAOピクトグラム），附属書F（リスクアセスメント）及び附属書G（代替試験液）
を追加する。
・防護服の分類レベルの表記を1，2，3からC1，C2，C3へ変更する。また，レベル1a，レベル
1bはレベルC1に統合する。
・試験液をゴーゴーサン乳剤から代替試験液へ変更，調製レシピを附属書Gで追加する。
・代替試験液入手先を記載し，図記号を変更する。
・5.4項及び6.4項で引用する耐透過性試験方法を変更する。

ISO 27065:2017，Protective clothing -
Performance requirements for protective
clothing worn by operators applying
pesticides and for re-entry worker＋
Amendment 1:2019(MOD)

公益社団法人
日本保安用品
協会

一般財団法人
日本規格協会

22 JIS 改正 Z3410 溶接管理－任務及び責任 Welding coordination
- Tasks and
responsibilities

この規格は，溶接管理活動のうち，溶接品質に関わる重要な任務及び
責任について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・任務及び責任，職務の記載並びに技術知識及び力量において，溶接管理技術者に対し
て，溶接に関わる技術知識だけでなく，任務を遂行できる能力（力量）も要求し，かつ，その
力量をもっていることを実証できなければならないことを追加する。
・技術知識及び力量において，溶接管理技術者の“力量レベル”を導入し，各レベル（包括的
レベル，特定レベル及び基礎レベル）に求められる知識及び力量を詳細に規定する。
・任務及び責任において，“責任を負うべき溶接管理技術者（Responsible Welding
Coordinator）”の概念を削除する。
・附属書Aとして記載していた“溶接に関する技術知識及び実務能力に関する推奨事項”を削
除する。
・新たに，附属書Aとして“溶接管理技術者を評価する際の手引き”を追加する。
・附属書B（適用に際して考慮すべき溶接品質に関わる重要な任務及び責任)において，溶接
管理技術者の任務及び責任の一つとして，安全衛生及び環境に関する項目を追加する。

ISO 14731:2019，Welding coordination-
Tasks and responsibilities(IDT)

一般社団法人
日本溶接協会

一般財団法人
日本規格協会

23 JIS 改正 Z4751-2-45 医用電気機器－第２－４５
部：乳房用Ｘ線装置及び乳房
撮影定位装置の基礎安全及
び基本性能に関する個別要
求事項

Medical electrical
equipment - Part 2-
45: Particular
requirements for the
basic safety and
essential
performance of
mammographic X-ray
equipment and
mammographic
stereotactic devices

この規格は，乳房用トモシンセシスを含む乳房用X線装置及び乳房撮影
定位装置（以下，これらの装置をME機器ともいう。）の基礎安全及び基
本性能について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・基本性能の追加要求事項に“潜在的な（potential）”を追加する。
・“ME機器の標識，表示及び文書”の“表示光及び制御”において，“表示光の色”に関する
要求事項を追加する。
・“電磁妨害－要求事項及び試験”の要求事項において，現行の“IEC 60601-1-2を適用す
る”から，JIS T 0601-1-2（医用電気機器－第1-2部：基礎安全及び基本性能に関する一般
要求事項－副通則：電磁妨害－要求事項及び試験）の最新版を引用するように変更する。

IEC 60601-2-45:2011，Medical electrical
equipment－Part 2-45: Particular
requirements for the basic safety and
essential performance of mammographic
X-ray equipment and mammographic
stereotactic devices＋Amendment 1:2015
＋Amendment 2:2022(IDT)

一般社団法人
日本画像医療シ
ステム工業会

一般財団法人
日本規格協会

24 JIS 改正 Z9110 照明基準総則 General rules on
recommendation for
lighting

この規格は，主に人工照明によって，人々の諸活動が，健康，安全，容
易，かつ，快適に行えるための照明設計基準及び照明要求事項の総則
について規定する。

主な改正点は，次のとおり。
・照明の一般要求事項（箇条4，現行では照明設計基準）
　　-概日リズムへの影響に関する推奨事項を規定する。
　　-屋外における照明［JIS Z 9126（屋外照明基準），JIS Z 9127（スポーツ照明基準）など］
に共通する事項として，障害光
　　 に関する基準を規定する。
・照明の個別要求事項（箇条5，現行では照明要件一覧表）
　　-個々の領域，作業又は活動の種類に対する要求事項を削除する。

一般社団法人
照明学会

一般財団法人
日本規格協会


